
令和５年度

大田区商店街戦略的ＰＲ事業費補助金

ご案内

申請回を増設しました！

申請受付期限 第１回より以前に事業の実施を希望する場合は、産業振興課までご相談ください。

※補助の対象となるのは、交付決定日以降に発注、購入した経費です。交付決定日より前の経費は
補助対象外となりますのでご注意ください。
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申請回
セルフチェックシート
交付申請書（見積書）

提出期限

事業開始日の目途
※区の交付決定後、実施可能

事業実施
可能期間

第１回 令和５年４月14日（金） 令和５年５月1日（月）

令和６年
2月29日（木）

まで

第２回 令和５年５月12日（金） 令和５年６月1日（木）

第３回 令和５年６月9日（金） 令和５年７月３日（月）

第４回 令和５年７月14日（金） 令和５年８月1日（火）

第５回 令和５年８月10日（木） 令和５年９月１日（金）

第６回 令和５年９月８日（金） 令和５年10月２日（月）

第７回 令和５年10月13日（金） 令和５年11月１日（水）

第８回 令和５年11月10日（金） 令和５年12月１日(金)

第９回 令和５年12月８日（金） 令和６年1月４日(木)

第10回 令和６年１月12日（金） 随時



制度の内容
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◆申請単位 商 店 会・・・団体届出が受理された区内商店会（共催可）

グループ・・・５店舗以上の区内店舗で構成されたグループ

◆実施期間 交付決定日から令和６年２月２9日まで

◆申請可能数 １商店会あたり、商店会申請、グループ申請併せて単年度に２事業まで

◆補助対象事業 下表のとおりです。判断に迷う場合はご相談ください。

※１ 共催の場合も補助上限額は32万円・16万円です。
※２ 制作する媒体は、立案した実施計画や制作内容に沿って制作してください。
※３ 主な制作物がＷＥＢ媒体であれば、事業内で紙等の他媒体を制作することは可能です。
※４ 商店会申請及びグループ申請へ参加する１店舗あたりの参加可能数は、通算して４回までです。

～グループ申請とは！？～

・５店舗以上の区内店舗が集まってグループを作り、申請できます。

・グループのうち過半数は、同じ商店会の会員店舗としてください。

・グループの過半数の会員店舗が属する商店会の申請枠を使います。

必ず事前に商店会と相談し、グループ申請の許諾を得てください。

・交付申請者名は、グループの過半数の会員店舗が属する商店会の正式名称

のあとに、団体名称(任意可)を記載してください。

・グループの半数未満は、他商店会、商店会非加盟、街区外いずれの店舗で

も参加可能です。商店会の枠を越え、複数の店舗を集めて実施できます！

・申請代表者は、過半数の会員店舗が属する商店会から選出してください。

・補助金は商店会の口座ではなく、申請代表者名義の口座に振込みます。

補助対象事業 補助率

補助対象

経費

限度額

補助

限度額
主な補助内容

広報戦略事業

4/5

40万円

32万円

※１

副業者等の専門性の高い外部人材
を活用し、広報戦略を立案し、媒体制
作を一体的に実施する際にかかる経
費 ※２※３

ＷＥＢ媒体制作事
業

ＷＥＢ媒体の制作や掲出に

要する経費 ※３

その他媒体制作事
業 20万円

16万円
※１

紙媒体やフラッグ等制作に

要する経費



＜問合せ・申請先＞ 大田区産業経済部 産業振興課 産業振興担当（商業）

〒144-0035 大田区南蒲田一丁目20番20号

大田区産業プラザPiO ４階

電話（5744）1373 E-mail：shogyo@city.ota.tokyo.jp
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主な補助対象経費 主な補助対象外経費

広報戦略事業

・補助商店会等の運営維持費等の恒常的な

経費

（備品購入費、消耗品購入費、

サーバー等のレンタルにかかる

経費等）

・実施主体である団体構成員とその所属す

る商店街関係者及びその同居する親族

（同一生計）に対して支出する謝礼等の

経費（生業としている業務に関わる支出

については補助対象）

・金券における換金分

・当事業に直接必要のない経費

（広告物制作以外に係るコピー代等）

・使用実績のないもの

（配布されなかった金券、配布又は

掲出されなかった広告物にかかる

経費）

❶広報戦略の立案や計画策定について外部人材に伴走支援や助

言を依頼する際の謝礼等費用

❷WEBサイト、SNS等の新設及び更新する費用

（企画・構成、コンテンツ制作、デザイン、コーディング、

ディレクション、更新等の費用が対象。CMSやサーバー等の

保守及び運用にかかる費用は除く。）

❸商店会HPの新設及び更新にかかる経費

❹動画制作及び配信にかかる経費

ＷＥＢ媒体制作事業

●広報戦略事業のうち❷❸❹

その他媒体制作事業

●ポスター、チラシ、マップ、パンフレット等の制作・掲出費

●横断幕、のぼり旗、POP、フラッグ等の制作・掲出費

●ロゴ等のデザイン制作委託費

（媒体制作と一体的に制作する場合のみ可）

●新聞、雑誌、WEB媒体等への掲載料

●新聞折込及びポスティングにかかる経費

●金券制作費（換金分は除く）

●制作等に係る謝礼（最低賃金以上時給1,500円以下の部分）

◆補助対象経費 下表のとおりです。判断に迷う場合はご相談ください。

裏面には活用事例を掲載しています。是非ご覧ください。

申請方法

◆表紙に記載の申請受付期限までに、セルフチェックシート(広報戦略事業のみ）と、

交付申請書を産業振興課へご提出ください。

◆交付申請書の様式は、様式集又は大田区ＨＰからダウンロードできます。

産業振興課でも配付しています。

こちらからダウンロードできます→
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活用事例

事例１

事例２ 観音通り共栄会
観音通り共栄会 設立75周年 記念フラッグ掲揚事業

おいで通り糀谷商店会
おいで通り糀谷商店会ホームページリニューアル

この補助金の活用事例を紹介します！ぜひご参考にご覧ください。

酒井商店会長にお話を伺いました。

【きっかけは2014年NHK朝ドラ「花子とアン」】
商店会とゆかりのある「花子とアン」が放映の頃、
入新井第四小学校と商店会が相談し、フラッグの絵を
児童の皆さんに描いてもらったところ、とても好評！
これが、商店会と小学校が連携してフラッグ制作に
取り組むことになったはじまりです。

【フラッグのこだわり】
目立つことを意識して色選び
を大切にし、児童の絵がメイ
ンになるよう全体のデザイン
を考えました。

【地域との連携が加速】
今回のフラッグ事業を機に、商店会内外のコミュニケーションが取
れ始め、ストリートキャンピングの実施にもつながりました。
地域、地元との連携を一歩進めることができたと実感しています。
又、小学校の父兄や教員の方々に、街に商店街があることを知って
もらうことができました。

【７年ぶりにフラッグ復活！】
2021年、入新井第四小学校創立90周年を機に、
フラッグを復活させようとなりました。
ちょうどこの補助金が創設されたことを知り、
制作費用の一部に活用しました。地域からとても好評だったため、
2022年も連続して取り組むことにしました。2022年は、
観音通り共栄会創立75周年をテーマに、児童の皆さんに絵をお願いしました。

事業を担当された渡邊さんにお話を伺いました。

【リニューアルのきっかけ】
コロナ禍で会員の店舗情報に変更が多くみられましたが、
以前のHPは容易に更新ができませんでした。
HPのデザインに統一性がないことも課題にあがっていました。
そうした中この補助金を知り、リニューアルすることを決めました。

【リニューアルした成果は？】
デザインを統一したため見やすくなったほか、
SNSと連携した情報発信の体制を整えることができました。
HPに掲載したセールやイベント情報をFacebookやInstagramでも
同時にPRしており、お客様の利用が徐々に増えています。

【商店会が活性化！】
掲載する会員店舗の情報集めや写真撮影に時間が
かかったり、店舗によってはSNSとの連携について
理解いただくのが難しい場面があったりしましたが、
リニューアルを通じ、「おいで通り糀谷商店会につ
いて」話す機会が増え、HPには「おいで通りらしさ」
を表現することができました！

2022年制作したフラッグ

【福島商店会長に伺いました】
商店会の担当者が簡単に更新できるHP作成
ツールを採用し、懐かしき良き時代をイメー
ジしてHP全体はセピア色に統一しました。
店舗紹介のページも見直し、店舗の顔を前面
に出すよう心掛けました。

リニューアルしたHP

フラッグがはためく商店会の様子


